
   東大和市介護保険条例の一部を改正する条例    

 東大和市介護保険条例（平成１２年条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度

まで」に改め、同項第１号中「３１，８００円」を「２９，５００円」に改め、同項

第２号中「４５，２００円」を「４４，２００円」に改め、同項第３号中「４６，５

００円」を「４４，８００円」に改め、同項第４号中「５６，４００円」を「５７，

６００円」に改め、同項第５号中「６３，６００円」を「６４，８００円」に改め、

同項第６号中「７３，２００円」を「７６，８００円」に改め、同号イ中「若しくは

第１３号イ」を「、第１３号イ、第１４号イ若しくは第１５号イ」に改め、同項第７

号中「８０，４００円」を「８４，０００円」に改め、同号イ中「若しくは第１３号

イ」を「、第１３号イ、第１４号イ若しくは第１５号イ」に改め、同項第８号中「９

６，０００円」を「９７，２００円」に改め、同号イ中「若しくは第１３号イ」を「、

第１３号イ、第１４号イ若しくは第１５号イ」に改め、同項第９号中「１０６，８０

０円」を「１０９，２００円」に改め、同号ア中「４００万円」を「４２０万円」に

改め、同号イ中「若しくは第１３号イ」を「、第１３号イ、第１４号イ若しくは第１

５号イ」に改め、同項第１０号中「１１７，６００円」を「１２２，４００円」に改

め、同号ア中「４００万円以上６００万円未満」を「４２０万円以上５２０万円未満」

に改め、同号イ中「若しくは第１３号イ」を「、第１３号イ、第１４号イ若しくは第

１５号イ」に改め、同項第１１号中「１２８，４００円」を「１３５，６００円」に

改め、同号ア中「６００万円以上８００万円未満」を「５２０万円以上６２０万円未

満」に改め、同号イ中「若しくは第１３号イ」を「、第１３号イ、第１４号イ若しく

は第１５号イ」に改め、同項第１４号中「１６０，８００円」を「１９４，４００円」

に改め、同号を同項第１６号とし、同項第１３号中「１５０，０００円」を「１８１，

２００円」に改め、同号を同項第１５号とし、同項第１２号中「１３９，２００円」

を「１６８，０００円」に改め、同号を同項第１４号とし、同項第１１号の次に次の

２号を加える。 

（１２）次のいずれかに該当する者 １４８，８００円 

  ア 合計所得金額が６２０万円以上７２０万円未満の者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１

項第１号イ（同号イ（１）に係る部分を除く。）又は次号イ、第１４号イ若し

くは第１５号イに該当する者を除く。） 

（１３）次のいずれかに該当する者 １５４，８００円 

  ア 合計所得金額が７２０万円以上８００万円未満の者であり、かつ、前各号の



いずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１

項第１号イ（同号イ（１）に係る部分を除く。）又は次号イ若しくは第１５号

イに該当する者を除く。） 

 第５条第３項中「若しくは第１３号イ」を「、第１３号イ、第１４号イ若しくは第

１５号イ」に、「第１３号まで」を「第１５号まで」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第３条の規定は、令和６年度以後の年度分の保険料率から適用し、令和

５年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。 


